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二
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結

語

緒

言

法
文
學
部
内
の
九
州
文
化
史
研
究
所
採
集
史
料
中

に
は
、
小
城
藩
関
係

の
史
料
が
可
成
り
多
く
存
す
る
が
、

就
中
天
和
乃
至
安
政

年
聞

の
刑
事
判
決
例
集
た
る

「罰
帳
」
十
二
冊
、
寳
永
乃
至
明
治
年
間

の
刑
事
判
決
例
集
江
る

「
郡
方
罰
帳
」
二
十

一
甜
、
明
治
二

年
の
刑
事
判
決
例
集
た
る

「會
所
罰
帳
抜
書
」

一
冊
の
諸
書
は
、
殊

に
珍
重
す
ぺ
き
近
世
法
制
史
料
で
あ
る
。

本
篇
に
於
て
私
は
、
前
記

の
刑
事
判
決
例
集

の
中
か
ら
、
近
世
中
葉

の
も
の
を
撰
び
出
し
て
紹
介
し
、
而
し
て
そ
れ
等

を
通
し
て
、
そ
の
當
時
の
、
肥
前
佐
賀
藩

の
支
藩
た
る
小
城
藩

の
刑
事
的
法
則
の

一
斑
を
窺
ひ
、
併

せ
て
徳
川
幕
府
の
根
本
法
典
の

一
つ

「公
事
方
御
定
書
」
制
定

後
に
於
て
、
小
城
藩
の
刑
事
的
法
則
は
、
此
幕
府
の
法
典
上
の
原
則
ご
如
何
な
る
関
係

に
あ

つ
た
か
、
此
鮎
を
調
査
し
て
見
度
い
ご
思

ふ
の
で
あ
る
。

寛

保

、

「二
年

寛

保
乃
.

室

安
永



本
篇
、
小
城
藩
刑
法
の
考
究
と
云
ふ
も
、
幕
府
の
庶
民
法
典
ε
も
云
ふ
べ
き
、
そ
の
殆
ん
ご
す
べ
て
が
庶
民

に
關
す
る
法
條
で
あ

る
と
こ
ろ
の

「
公
事
方
御
定
書
」
と
の
比
較
対
照

を

一
目
的
と
せ
る
関
係
上
、
便
宜
砂
以
て
、
以
下
試
み
る
と
こ
ろ
は
、
小
城
藩
庶

民
刑
法
の
研
究
に
止
め
、
武
士
に
対
す
る
刑
法
の
考
察
は
別
論
に
譲
る
こ
ご
に
す
る
。
叉
、
庶
民
刑
法
の
細
口
中
、
御
定
書
に
類
項

の
見
え
ざ
る
も
の
に
し
て
、
割
愛
せ
る
も
の
少
く
な
い
。
し
か
し
そ
ω
主
要
な
る
も
の
玉
過
半
は
之
を
網
羅
し
て
ゐ
る
。

逃

走

の

罪

逃
走
の
罪
ε
は
、
今
日
の
法
學
上
の
用
例
に
從

へ
ば
、
公
の
自
由
拘
束
力
侵
害
の
罪
で
あ
る
が
、
小
城
藩
に
於
け
る
此
種
行
爲
の

處
遇
は
如
何
。

第

嘱
判
決
例

(「罰
帳
」四
所
牧
)

久
留
間
村
×
右
衛
門
」
右
之
者
盗
い
九
し
候
付
郡
梯
中
付
置
候
處

自
分

二
令
麟
郡
又

≧
盗

二
入
方

≧
致
俳
徊
候
付
相
捕
入
籠

申
付
候
虚
度
主
籠
屋
を
破
り
諸
人
之
害

に
相
成
候
次
第
言
語
道
断

一
ト
方
な
ら
ぬ
重
罪
之
族
候
依
之
生
害

申
付
者
也
」
辰

)
六
月
廿
七
日

第
二
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)

元
大
地
町
御
佛
者
惣
兵
衛
」
右
之
者
當
夏
赤
司
刈
林
右
衛
門
平
兵
衛
佐
嘉
魚
町
、92
瓜
越
候
節
小
城
町
馬
方
共
参
合
駄
賃
之
儀

申
論
候
末
右
爾
人
汐
和
談
之
中
手
を
相
頼
候
付
取
扱
候
由
共
方
義
御
佛
者

二
候
得
者
何
分
相
頼
候
共
不
請
A
ロ
筈
之
處
御
梯
場

元年

寛延

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

三



法

政

研

究

第
十
一
巷

第
一
號

四

陀
入
込
而
巳
な
ら
す
不
差
詰
義
を
取
扱
労
以
不
届
者
二
候
依
之
先
年
小
城
佐
賀
武
郡
被
相
彿
長
崎
迄
被
相
繕
置
候
上
今
叉
杵

量

瀞
榊
檜
都
雲

諏
挽
ゆ
仲
倹
(

右
二
製

に
依
つ
て
、
「公
事
方
禦

書
」
下
輩

八
十
五
條
『
義

手
鎖
外
シ
羅

之
地
豊

蹄
候
も
の
御
仕
婁

事
』
(

)
の
第
十
項

『
一
御
構
之
地

二
致
彿
徊
候
上
悪
事
い
た
し
候
も
の
入
墨
以
上
二
可
申
付
悪
事
二
候
ハ
・
死
罪

入
墨
二
可
申
付
程

之
悪
事
二
紐
芝

ハ
前
之
御
仕
置
よ
り

一
等
重
ク
可
申
付
』
に
相
似
た
る
原
則
が
、
小
城
藩

に
て
も
行
は
れ
た
る
こ
と
を
知
り
得
る
の
で

あ
る
。

「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
同
上
條
第
九
項
に

『
御
構
有
之
も
の
を
隠
し
差
置
候
も
の
追
放
も
の
を
隠
置
候
ハ
・.江
戸
佛

江
戸
彿
之
も
の

を
隠
置
候
ハ
、
所
梯
』

な
る
原
則
が
見
え
る
が
、

次
の
判
決
は
、
小
城
に
て
も
、

之
に
相
似
た
る
原
則
の
行
は

れ
九
こ
と
を
示
す
も

の
で
あ
ら
う
。

第
三
判
決
例

q
郡
方
罰
帳
」
三
所
牧
)

久
留
間
村
×
兵
衛
」
右
之
者
子

×
右
衛
門
致
盗
候

二
付
相
佛
置
候
塵
居
村
ね
立
戻
叉

≧
致
盗
候
自
分

二
致
蹄
郡
候
義
親
と
し

て
無
疎
様
可
令
心
遣
處
却
而
自
宅
弛
差
置
加
之
其
方
襲
而
行
跡
不
宜
も
の
之
由
組
合
共
中
出
候
肇
以
不
届
之
至
依
之
居
村
相

瀧

」
(
榊
)
」
寅

十

万

十
音

於
郡
方
申
渡
候

▼

省
ほ
叉
、
小
城
藩
に
て
は
破
籠
逃
走
あ
り
し
場
合
、
籠
番
を
彿
に
處
す
る
定
め
で
あ
つ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
判
決
に
就

い
て
見
る
こ
ご
が
出
來
る
。

考
」
後
聚
第
四

峡

一
八
六
頁

莚
享

三
年

安

永

三
年

.

な

る

べ

し
馳

「
徳
川

禁
令



第
四
判
決
例

(
「郡
方
罰
帳
」五
所
牧
)

江
里
山
番
人
×
右
衛
門
」
右
之
者
江
里
山
村
居
籠
所
番
申
付
置
候
處
先
月
三
日
夜
×
川
利
右
衛
門
義
右
場
所
補
理
を
破
b
　

出
候
兼
而
無
疎
様
可
令
勤
番
之
虎
畢
寛
心
懸
大
形
二
有
之
候
故
右
之
次
第
近
來
無
調
法
之
至
候
依
之
當
番
差
迦
御
館
下
萱
里

勢

榊
駕

轡

子

)八
月
」
右
之
段
可
被
畏

候
已
上

人

藏

匿

の

罪

社
倉

の
秩
序
維
持

の
爲
め
に
、
人

の
居
住
、
移
動

に
就
い
て
嚴
重
に
取
締
り
監
観
す
る
ざ
云
ふ
ご
ぜ
は
、
徳
川
時
代
時
注
所
を
通

じ
て
の
、

一
般
的
政
策
で
あ
b
、
各
種
の
取
締
規
定
が
存
し
、
之
に
背
反
せ
る
行
爲
は

一
の
犯
罪
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。
本
節
に
云

ふ
人
藏
匿
の
罪
と
は
、
此
取
締
規
定
上
の
條
件
を
備

へ
す
し
て
、
人
を
自
宅
に
滞
留
せ
し
め
る
行
爲
を
意
味
す
る
。

小
城
藩
そ
の
例

に
洩
る
曳
も
の
で
な
か
つ
九
こ
と
、
次
の
判
決
例
に
就
い
て
之
を
見
る
べ
し
。

第
五
判
決
例

(「
郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

午
ノ
十

一
月
三
日
玉
眞
院
様
御
七
回
忌

二
付
御
冤
」
半
津
本
町

×
藏
」
右
之
者
族
人
佐
宿
借

シ
候
聞
有
之
於
郡
方
相
糺
候
塵

族
人
参
掛
リ
病
氣
差
出
候
付
留
置
候
段
申
出
候
放
人
事

二
候

ヘ
ハ
町
役
共
陀
早
速
可
相
達
候
虚
左
も
な
く
不
届
之
至
候
依
之

暦
瓢

懲

」
右
之
段
可
被
申
渡
候
己
上
」
卯

)十
↓
百
吾

夜

此
剰
決
に
依
つ
て
、
延
享
時
代
の
、
此
種
犯

に
対
す
る
虚
断
原
則
を
窺
ひ
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
之
が
安
永
頃
に
な
る
と
、
そ

、明

和

7五

年

、延
享

「四
年

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

五



響

の
刑
罰
に
於
て
、
変
改

さ
れ
る
こ
ざ
に
な
つ
九
ら
し
い
の
で
あ
る
。
次
に
安
永
元
年
の
三
判
決
を
掲
げ
て
誰
示
す
る
で
あ
ら
う
。

第
六
判
決
例

(「
郡
方
罰
帳
高六
所
牧
)

小
城
郡
平
吉
郷
濱
中
村
百
姓

×
右
衛
門
」
右
之
者
所
佐
族
憎
留
置
所
疇
杯
相
頼
候
由
族
人
滞
在
之
儀
者
御
法
有
之
義
候
虚
数

塾

風

挙

ぜ
候
由
不
届
者
候
依
之
鴨

潔

倹

〉

第
七
判
決
例

(「
郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)

小
城
郡
平
吉
郷
濱
中
村
百
姓

×
右
衛
門
レ
右
之
者
所
ぬ
族
僧
参
懸
リ
任
相
数
爾
三
日
逗
留
い
た
さ
せ
候
由
族
人
滞
在
之
儀
は

御
法
有
之
候
處
右
裏

第
無
調
法
至
極
之
者
候
此
段
穂

)

第
八
判
決
例

(
「郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)

小
城
郡
平
吉
郷
芦
刈
村
庄
屋
善
左
衛
門
」
右
之
者
所
ぬ
族
倫
爲
致

一
宿
候
由
族
人
之
儀
は

一
夜
た
り
共
御
法
有
之
義
候
虜
右

之
次
第
無
調
法
者
候
此
轟

欝

震

)五
月
吉

'

他
領
の
者
を
、
無
手
續

の
ま

玉
滞
留
せ
し
め
忙
場
合
、
叉
同
様
で
あ
つ
た

。

第
九
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

八
内
文
六
」
右
之
者
共
儀
西
元
石
與
申
者
を
入
込
置
候
由

二
付
相
改
候
處
他
領
者
之
由
留
置
候
半
而
不
相
叶
諜
も
候
は
k
筋

≧
相
達
可
得
左
圖
處
無
其
儀
他
領
者
を
数
年
來
入
込
置
候
儀
近
來
不
調
法
之
至

二
候
依
之
呵
捨
候
也
」
右
之
通
可
被
申
渡
候

已
上
」
申

)閏
十
二
月
十
八
日

法

政

、

研

究

第
十

一
巻

第
潤
一
號

山ハ

明
和

三
年

安
永

元
年

安

永
元
年

な

る
べ
し

安

永
元
年

7な
る
べ
し



二
帳

一

〇
四
頁

扱
て
、
「
公
事
方
御
定
書

」
に
て
は
、
そ
の
下
巻
第
二
十
五
條

『
人
別
帳
に
も
不
加
他
之
も
の
指
置
候
御
仕
置
之
事
』
(

)
の
條

に

『
一
人
別
帳
に
も
不
加
他
之
も
の
を
指
置
候
も
の
當
人
井
差
置
候
も
の
共
二
所
彿
』
な
る
人
藏
匿

に
關
す

る
原
則
が
存

す
る
が
、
之
ε
前
掲
諸
判
例
を
通
し
て
知
ム
小
城
の
原
則
ε
を
対
比

し
で
見
る
に
、
少
く
と
も
延
享
年
代
に
は
、
小
城
の
原
則
は
御

定
書

の
原
則
と
同

一
で
あ
つ
忙
と
推
せ
ら
れ
る
が
、
後
間
も
な
く
別
個
な
處
遇
制
が
現
は
れ
る
に
至
つ
九
も
の
ε
考

へ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

病

者

に

關

す

る

罪

第
十
判
決
例

q
郡
方
罰
帳
」
二
所
牧
)

小
城
岡
町
咤

×
右
衛
門
」

一
去
年
極
月
長
崎
長
照
寺
弟
子
寳
久
ご
中
信
悪
病
相
煩
岡
町
参
懸
リ
天
神
社

へ
打
臥
罷
在
候
を
山

川
平
右
衛
門
ず
×
×
を
頼
何
方

へ
も
可
差
途
旨
右
之
者

へ
申
談
候
付
其
旨
別
當

へ
申
達
候
迄

二
而
差
置
候
由
右
之
信
歩
行

も

不
相
叶
躰

二
候

ハ
・
共
段
筋

≧
ね
も
相
達
無
疎
介
抱
可
仕
候
處

右
之
次
第
大
形
之
至

二
候
此
段
御
呵
被
成
候
し
右
之
通
可
被

申
渡
候
以
上
」
亥

)閏
四
月
四
日
」
(下略
)

「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
九
十
三
條

『
煩
候
族
人
を
宿
逡
b

二
致
候
誉
之
事
』

)
の
條

及
び
同
第
五
十
九
條

『
倒
死
拝
捨
物
手
負
病
人
等
有
之
を
不
訴
出
も
の
御
仕
置
之
事
』

の
條
第
二
項
は
、
右
判
決
の
犯
行
と
同
種

の

犯
罪
に
対
す

る
原
則
で
あ
る
が
、
そ
の
刑
罰
が
過
料
、
所
佛
或
は
役
儀
取
上
等
で
あ

つ
て
、
小
城
藩

の
此
方
面

の
原
則
は
、
御
定
書

、寛

保

'三
年

、
「
徳
川
禁
令
考
」
後

'聚
第
四
帳
二
八
六
頁

-
「
徳

川
禁
令
考
」
後
口

聚
第
三
峡
四
五
二
頁

「
徳
川
禁
令

考
」
後

聚
第

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

七



法

政

研

究

第
十
一
巻

第
一
號

八

の
そ
れ
ご
異
な
る
も
の
で
あ
つ
た
ε
な
し
得
る
あ
で
あ
る
。

奇

異

説

流

布

の

罪

第
十

欄
判
決
例

(「罰
帳
」五
所
牧
U

寳
珠
院
儀
召
抱
置
候
薪
八
去
夏
於
上
町
及
双
壕
同
所
源
七
ぬ
突
手
を
負
せ
扱
叉
多
久
在
郷
陀
虫
所
濤
之
守
等
持
扱
候
聞

へ
有

之
候
付
相
糺
候
虚
共
方
任
差
圏
彦
岳
棘
水
之
儀
を
申
鰯
守
等
相
配
リ
候
由
薪
八
令
白
歌
候
付
相
改
候
處
何
角
與
偽
を
申
毎
度

相
糺
候
付
有
苦
間
敷
旨
令
差
圖
候
段
申
出
候
惣
体
新
八
儀
不
行
跡
者
之
儀
乍
存
召
抱
置
剰
謂
な
き
守
を
取
扱
せ
共
上
滲
酔
沖

水
之
儀
不
燧
成
義
を
中
鰯
さ
せ
加
之
糺
明
之
節
色
よ
虚
言
を
構
彼
是
不
届
之
至
候
依
之
小
蜘
恥
拒
称
箭
榊
痴
偽
か
」
子

)
四
月
十
四
旦

(下略
)

此
判
決
は
、
「
公
事
方
御
定
書

」
下
巻
第
五
十
三
條

『
薪
規
之
紳
事
佛
事
奇
怪
異
説
御
仕
置
之
事
』
(

の
第
二
項

『
奇
怪
異
説
申
隅
し
人
集
致
候
に
お
ゐ
て
ハ
人
集
い
た
し
候
宿
江
戸
彿
獲
起
い
た
し
申
鰯
候
頭
取
右
同
漸
同
世
話
い
た
し
候
も
の
所
佛
』
に

相
似

忙
る
原
則
が
、
小
城
に
も
行
は
れ
た
こ
ご
を
示
す
も
の
か
。

五年

「
徳
川
禁
令
考
」
後
.

聚
第

三
帆

一
九
〇
耳

-明和

密

通

の

罪

第
十
二
判
決
例

(「
郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)



山
代
立
岩
村

×
八
」
右
之
者
去
辰
九
月
瀧
川
同
村
×
右
衛
門
女
房
與
令
密
懐
候
末
女
致
自
害
候
御
法
度
を
背
而
巳
な
ら
す
不

儀
之
相
手
相
果
候
付
而
者
生
害
難
遁
與
い
へ
共
此
節
御
差
和
御
冤
御
祀

二
付
而
出
籠
被
仰
付
小
城
佐
嘉
松
浦
三
郡
相
棉
長
崎

被
相
構

)候
」
右
之
通
郡
方
役
所

二
而
下
目
付
山並
合
同
所
役
人
申
達
」

)

此
。
判
決は
、
「公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
四
十
八
條

『
密
通
御
仕
置
之
事
』

の
第

一
項
、
第

二
項
の

『
一
密
通

い
た
し
候
妻
死
罪
』

『
一
密
通
之
男
死
罪
』
な
る
原
則

に
相
似
仁
る
原
則
の
、
小
城
藩
に
も
行
は
れ
九
こ
と

を
示
す
も
の
で
は
あ
る

ま
い
か
、

尚
ほ

小
城
藩

に
て
は
、
未
婚
者
の
密
通
佛
ε
云
ふ
原
則
で
あ
つ
忙
こ
ご
、
例

へ
ば
次
掲

の
如
き
判
決
例

に
就
い
て
知
る
こ
ご
が
出

來
る
の
で
あ
る
が
、
此
種

の
原
則
は

「
公
事
方
御
定
書
」
に
は
見
當
ら
な
い
。

第
十
三
判
決
例

(「
郡
方
罰
帳
」
三
所
牧
)

寛
延
三
年
午
九
月
圓
畳
院
様
御
七
回
忌

二
付
蹄
郡
」
靱
負
殿
被
官
長
紳
田
刈

×
之
允
」
右
之
も
の
右
木
刈

×
之
允
よ
り
匁
傷

逢
候
付
相
糺
候
廣
長
紳
田
刈
×
右
衛
門
娘
ご
其
方
致
密
通
故
及
双
傷
候
由
×
之
允
申
出
候
付
相
改
候
處
表
裏
を
構
糺
明
之
上

有
躰
令
泉

嚢

而
叢

御
法
度
を
湘
背
不
屈
至
極
之
族
依
宗

助
融
露

翼

響

幕

禽

寅
L
(

七
月
廿
七
日
L

(下略
)第

十
四
判
決
例

q
郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

寛
延
三
年
午
九
月
圓
畳
院
様
御
七
回
忌
二
付
麟
郡
被
仰
付
候
長
紳
田
刈
×
右
衛
門
娘
ざ
め
」
右
之
者
同
所
×
之
允
を
右
木
刈

原
講

'は

誤

安

永
二
年

'な
る
べ
し

.
「
徳
川
禁
令
考
」
後

聚
第
三
鉄
八

一
頁

」

延
享
.

三
年

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

九



9×
之
允
致
烈
傷
候
付
相
糺
候
處
最
初
＼
之
允
ざ
令
密
通
共
後
×
之
允
ε
亦
々
密
通
い
江
し
候
段
糺
明
之
上
令
白
歌
候
蓑
而
稠

数
御
法
度
を
相
背
不
届
之
族
依
之
小
総

簿

懲

難

蔀

蕊

柵
挑
蟄

寅

)
七
刀
廿
七
日
」
(下略
)

放

火

出

火

の

罪

第
十
五
判
決
例

(
(罰
帳
」四
所
牧
)

羽
館
與

七
兵
衛
下
人
×
右
衛
門
」
右
之
者
不
届
有
之
究
役
を
以
相
糺
候
處

成
富
與
左
衛
門
三
浦
平
左
衛
門
永
石
吉
左
衛
門
を

か
忙
ら
ひ
付
火
を
致
し
盗
を
企
顯
然
之
上
評
定
之
席
に
於
て
備
を
構

へ
他
之
非
を
基
而
巳
か
邪
を
覆
ひ
及
曙
問
迄
表
裏
を
以

上
を
掠
候
心
底
重
罪
難
遁
言
語
道
断
之
族
候
然
上
ハ
定
法
之
嚴
科

に
行

ふ
へ
き
と
い
へ
と
も
穏
便
之
沙
汰
を
以
生
害
申
付
者

也
」
亥

)
十

一
月

小
城
藩

に
て
も
、
放
火
盗
犯
に
臨
む
に
嚴
罰
を
以
て
せ
し
こ
と
、
此
判
決

に
依
つ
て
知
り
得
る
が
、
「
公
事
方
御
定
書

」
下
巻
第
七

十
低

火
附
御
讐

毒

』

)
ひ
儀

第
三
埴
ハ
『
物
取
に
て
火
を
附
候
者
引
廻
』
の
上
火
罪
の
原
則
が
、
そ
の
ま

」
小
城
の
原
則
で
あ
つ
た
か
否
か
は
、

今
遽

か
に
決
定
し
得
な
い
。

し
か
し
少
く
ご
も
、
両
者

同
旨

の
極
刑
主
義
で
あ
つ
た
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
、

出
火
犯
に
就
い
て
ひ
、

「
公
事
方
御
定
書
」
下
鴛

原
則
は
、

第
六
十
九
條

『
出
火
将

而
之
餐
之
事
』

(

の
條
で
あ
る
が
、
そ
の
條
項
が
す
べ
て
小
城
藩

0
原
則
で
で
も
あ
つ
忙
ご
は
云

へ
な
い
様
で
あ
る
。
例

へ
ば
、
御
定
書
同
上
條
第

一

法

政
研
究

第
十

一
巻

第

一
號

一
〇

、寳

暦

ダ五
年

、「
徳
川
禁
令
考
」
後
聚

届
弟
三
族
山ハ
一
五
百
ハ

日轟

「
徳
川
禁
令
考

」後
聚
.

第

三
恢
五
八
八
頁

」



項
で
は

『
平
日
出
火
之
節
』
小
問
拾
間
以
上
類
焼

の
場
合

の
み
火
元
押
込
ご
云
ふ
制
度
で
あ
る
が
、
小
城
藩
で
は
、
類
焼
を
必
す
し

も
出
火
犯
成
立
の
條
件
と
し
な
か
つ
忙
ら
し
い
の
で
あ
る
。
即
ち

第
十
六
判
決
例

(「
郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

子
十

一
月
七
口
御
冤
被
成
候
」
遠
江
ケ
里
村
横
目
×
右
衛
門
」
右
之
者
去
ル
十
四
日
居
宅
出
火
焼
失
付
て
役
≧
相
改
候
處
女

場
下
人
召
蓮
田
ぬ
罷
出
家
内
明
置
候
處
及
出
火
村
中
汐
も
上
米
預
置
致
焼
失
候
年
具
之
筋
請
取
置
候
は
曳
番
人
相
付
緩
無
之

様
可
相
調
膝

太
形
秦

二
候
依
之
吻
鴬

」
右
之
段
可
被
申
渡
候
L
子

)
十
月
十
音

」
於
郡
方
申
渡
候

騒

擾

の

罪

第
十
七
判
決
例

q
郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

寛
延
三
年
午
九
月
圓
畳
院
様
御
七
回
忌
二
付

一
里
四
方
梯
御
冤
」
手
男
薪
藏
」
右
之
も
の
一
昨
日
御
馬
屋
之
者
善
助
ご
及
ロ

論
候
付
相
糺
候
處
焼
酒
二
給
醇
始
絡
不
畳
由
申
出
候
御
屋
鋪
内
ご
云
無
謂
右
之
次
第
不
届
之
族
候
依
之
手
男
差
迦
シ
御
館
下

蚕

弊

榊
瀧

」
右
之
段
可
被
申
渡
候
已
上
」
辰

)
四
月
廿
三
日
」
於
修
理
方
申
渡

此
判
決
例

の
そ
れ
と
同

一
の
罪
ご
罰

ご
に
關
す
る
條
項
、

「
公
事
方
御
定
書
」
に
は
見
當
ら
な
い
が
、

そ
の
下
巷
第
七
十
六
條

『

あ
ば
れ
も
の
御
仕
置
之
事
』

)
の
條
の
第

一
項
ば
、
類
似
の
條
項
で
あ
り
、
そ
の
刑
種
が
叉
追

放
で
あ
つ
忙
の
で

あ
る
。

、
「
徳
川
禁
令
考
」
後

'聚
第
四
峡
西

九
頁

.寛

延

元

年

莚
享

元
年

小
城
藩

刑
事
判
決
例
六
十
二
題

、

一
一



法

政

研

究

第
十

叫
巻

第

M
號

一
二

右
の
判
決
例
は
酒
狂
騒
擾
の
例
で
あ
る
が
、
酒
狂
の
上
人
を
打
梛
せ
し
場
合
の
判
例
を
次
に
出
す
と
、

第
十
八
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」
三
所
牧
)

寛
延
三
年
午
九
月
圓
畳
院
様
御
七
回
忌
二
付
居
村
梯
御
冤
」
滞
江
村
×
之
允
」
右
之
者
當
夏
牛
津
薪
町
惣
左
衛
門
所
二
而
高

柳
刈
伊
右
衛
門
ぜ、
口
論
之
末
書
付
差
出
候
付
相
糺
候
處
伊
右
衛
門
を
打
郷
い
た
し
候
末
圓
長
寺
コ
而
打
返
二
逢
候
段
申
出
候

最
前
伊
右
衛
門
畢
寛
手
を
出
候
付
致
打
擁
候
段
中
候
得
共
證
據
人
有
之
候
庭
表
裏
を
構
畢
寛
大
酒
ず
事
起
不
増
千
万
不
層
之

族
依
意

幕

葱

」
右
之
通
可
被
申
渡
候
」
丑
(

士

一月
廿
三
旧

第
十
九
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」
三
所
牧
)

丑
閏
十
二
月
廿
四
日
御
冤
」
高
柳
ケ
里
伊
右
衛
門
」
右
之
者
當
夏
牛
津
新

町
惣
右
衛
門
宅

二
而
政
之
允

と
口
論
之
末
筋

≧
書

付
差
出
候
付
相
糺
候
處
政
之
允
よ
り
打
榔

二
逢
候
故
圓
長
寺

二
而
致
打
返
シ
候
段
申
出
候
左
も
可
有
之
候

畢
寛
大
酒
ムρ
事
起

輕
事
を
申
論
不
章

万
不
届
之
至
候
依
之
附
辞

篠

」
右
之
段
可
蓄

渡
候
呈

」
丑
(

)十
二
昇

三
日

第
二
十
判
決
例

(「
郡
方
罰
帳
」三
所
敦
)

乙
柳
ケ
里
×
助
」
右
之
者
十
月
朔
日
天
山
宮
紳
事
之
節
江
里
ケ
里
善
内
ε
口
論
之
末
致
打
郷
候
由
於
郡
方
相
糺
候
處
不
増
千

万
撃

儀
二候
得
ハ
縫

苛

相
調
麓

豊
見
畳

給
肇

裏

築

届
之
至
候
依
之
叢

思

倹
堂

申
(

)
十
二
月

廿

一
日
」
郡
方
申
渡
也

以
上
三
判
決
に
依
つ
て
、
小
城
藩

に
て
は
、
酒
狂
打
郷
犯
は
梯
、
閉
戸
、
叱
等
の
原
則
で
あ
つ
た
こ
と

を
知

る
の
で
あ
る
。
而
し

延

享
、

二
年

、

延
享

二
年

寳
暦

二
年



令
考

」
後
聚
第

四
帳

六
九
頁

て
そ
れ
は
、
「
公
事
方
御
定
書
」
の
原
則
で
は
な
か
つ
九
。
即
ち

御
定
書
で
は
そ
の
下
巻
第
七
十
七
條

『
酒
狂
人
御
仕
置
之
事
』

)
の
條
の
第
五
項
に
見
え
る
通
り
、
酒
狂
打
榔
者
に
は
原
則
ご
し
て
療
治
代
負
担

の
義
務
を
負
は
し
め
、
そ
の
負
担
不

可
能

の
場
合
所
佛

と
云
ふ
原
則
で
あ
つ
た

の
で
あ
る
。

筒
ほ
小
城
藩

の
輩
な
る
殴
打
罪
の
判
例
を
出
す
と
、

第
二
十

一
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

丑
十
月
八
日
御
冤
」
大
江
ケ
里
×
右
衛
門
」
右
之
も
の
當
夏
同
所
輻
泉
と
口
論
之
末
於
郡
方
相
糺
候
處

同
村
庄
兵
衛
所
陀
紛

等
敷
も
の
参
候
由
承
候
付
輻
泉
宅

へ
参
蚊
屋
を
明
候
處
輻
泉
其
方
を
押
倒
候
故
致
打
郷
候
段
申
出
候
紛
等
敷
者
参
候
段
承
候

ハ
・
改
之
筋
茂
可
有
之
虚
理
不
霊
之
致
方
不
届
之
至
候
依
之
閉
戸
貯
伸
便
世
」
丑

)
十

一
月
十
七
日
郡
方
申
渡

徒
党

の

罪

第
二
十
二
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

極
月
二
日
閉
戸
被
仰
付
候
也
」
山
内

×
右
衛
門
裏
町
×
右
衛
門
岡
町
×
之
允
大
地
町
×
右
衛
門
大
門

×
右
衛
門
」
東

×
左
衛

門
象
而
松
本
宗
意
心
安
申
談
候
付
去
ル
廿
二
日
勝
手
向
細
工
相
頼
折
角
相
調
候
半
右
之
者
共
道
具
を
取
上
候
惣
而
同
輩
之
者

二
も
候

ハ
・
左
も
可
有
之
候
其
上
侍
之
屋
数
ぬ
徒
蕪
を
組
む

さ
と
踏
込
右
之
爲
躰
不
届
千
万
之
族
共
候
依
之

一
許
申
付
様
も

讐

之
冤
許
を
加
へ附
罫

鯵

篠

」
右
之
段
可
被
申
渡
候
己
上
」
子

)十
百

其

日

寳

暦

▼六
年

、延
享

三

年

、
「
徳

加

禁

小
城
藩

刑
事
判
決
例
六
十
二
慰

・

一
三



法

政

研

究

第
十

一
巷

第

一
號

一
四

第
二
十
三
判
決

(「
郡
方
罰
帳
M
四
所
牧
)

江
り
口
村
役
太
左
衛
門
」
馬
場
村
横
目
清
兵
衛
」
右
之
者
村
役
申
付
置
候
處
正
月
廿
九
日
同
村
之
紙
漉
共
於
小
城
町
中
買
之

楮
を
取
揚
候
場
所
弛
参
懸
リ
何
茂
同
前

二
徒
党
を
組
候
由
役
こ
し
て
ハ
取
鎭
メ
申
筈

二
候
處
無
其
儀
却

而
同
様

二
相
働
御
館

下
を
騒
し
候
義
葉

届
候
依
之
跡
鼠

緯

素

穂

爵
知

歌

榊
懸
答

」
卯

)三
月

江
里
山
村
村
役
畳
左
衛
門

」
二
瀬
川
右
同
甚
内
」
右
之
者
村
役
申
付
置
候
慮
正
月
廿
古
、H
同
村
紙
漉
共
於
小
城
町
中
買
之
楮
を

取
揚
御
館
下
を
騒
し
候
場
所
ー2
参
懸
其
儘

二而

罷
麟
候
役
と
し
て

ハ
取
鎭
申
筈

二
候
虚
左
も
な
く
其
通

二
而
指
置
候
儀
近
來

太
形

二
候
依
之
閉
戸
申
付
候

石
躰
村
村
役
源
右
衛
門
」
右
之
者
近
村
紙
漉
共
正
月
廿
九
日
於
小
城
町
中
買
之
楮
を
取
揚
候
場
所
江
参
懸

リ
候
役
ご
し
て

ハ
何

茂
取
鎭
メ
申
筈

二
候
虚
左
も
な
転
其
儘

二
而
差
置
候
儀
近
來
太
形
二
候
依
之
呵
置
候
也
」
卯
三
月

北
浦
村
永
泉
寺
村
松
本
村
江
り
山
村
原
田
村
二
瀬
川
村
江
り
口
村
馬
場
村
」
右
村
庄
屋
村
役
共
同
村
之
者
共
正
月
廿
九
日
於

小
城
町
楮
中
買
い
九
し
候
者
之
宅

≧
陀
押
入
楮
を
取
揚
候
た
め
何
茂
徒
党

を
組
御
館
}
を
騒
し
候
役
方
申
付
候
上
は
象
而
萬

事
氣
を
付
可
罷
有
處

右
躰
之
儀
を
企
候
義
不
相
心
得
役

こ
し
て
近
來
太
形
二
候
依
之
呵
捨
候
也
」
卯
三
月
」
右
之
段
可
被
申

渡
候
已
上

岩
藏
六
ヶ
村
紙
漉
中
」
右
夫
科
代
戴
百
人
被
相
懸
候
條
可
被
申
渡
候
以
上
」
卯
三
月

小
城
町
別
當
町
役
」
正
月
廿
九
日
紙

共
中
組
町
中
楮
中
買
い
た
し
候
者
共
所
ぬ
押
入
楮
を
取
揚
候
畢
寛
致
中
買
過
分
之
高

、寳

暦

"九

年



利
を
取
叉
は
〆
買
等
敷
義
茂
有
之
紙
漉
共
甚
不
勝
手
有
之
所
ず
右
躰
之
儀
も
出
來
い
た
し
候
以
後
小
城
山
内
井
横
山
通
之
楮

は
紙
漉

共
直
買
い
た
し
候
様
申
付
候
其
外
之
他
領
他
國
之
楮
中
買
之
儀

ハ
勝
手
次
第

二
候
尤
〆
買

ハ
勿
論
過
分
之
高
利
を
こ

ら
す
樂

二
商
費

二
相
成
候
通
可
致
候
此
段
町
中
稠
敷
可
申
附
候
し
卯
三
月
右
之
通
可
被
申
渡
候
已
上

第

二
十
四
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

善
六

(外
二
十
八
名
)
」
右
之
者
共
正
月
廿
九
日
於
小
城
町
楮
中
買

い
た
し
候
者
之
宅

ζ
ね
押
入
楮
を

取
揚
候
由
惣
而
右
商

買
方

二
付
異
儀
も
候

ハ
・
筋

よ
訴
出
支
配
を
可
受
虚
無
共
儀
何
茂
徒
党

ぜ
組
御
館
下
を
騒
し
候
儀
近
來
不
屈
候
依
之
銘

よ
閉

齢

仲
警

卯

)三
月

右
之
判
決
に
依
つ
て
、
小
城
藩

に
於
け
る
徒
党

騒
擾
い
罪
に
關
す
る
廣
遇

の
原
則

一
般
を
窺
ひ
得
ら
れ
る
が
、
「
公
事
方
御
定
書
」

に
て
も
勿
論

『
致
徒
党

人
家
薩
押
込
候
類
』

)
が
犯
罪
た
り
し
こ
ご
云
ふ
迄
も
な
い
が
、
そ
の
荊

罰
に
就

い
て
は
規
定
す
る
所
が
な
い
。
そ
の
下
巻
第
七
十
六
條

『
あ
ば
れ
も
の
御
仕
置
之
事
』

の
條

に
見
ゆ
る
も
、
徒
党

殺
人
、
徒
党

器
物
殿
損
い
罪
に
關
す
る
條
規
で
あ
つ
て
、
今
小
城
藩
ω
そ
れ
ざ
御
定
書
の
そ
れ
と
を
対
比

す
る
こ
と
不
可
能
で
あ
る

が
、
右
掲
の
第
二
十
三
判
決
例

に
見
る

『
夫
科
代
試
拾
人
』
の
如
き
刑
罰
は
御
定
書
の
知
ら
な
い
所
で
あ
る
が
故
に
、
小
城
の
此
方

面
の
原
則
は
、
御
定
書
の
そ
れ
ご
必
す
し
も
同

一
で
な
か
つ
た
と
解
し
て
差
支

へ
な
い
様
に
思

は
れ
る
。

殺

傷

の

罪

寳
暦

九
年

、下
巻
第
八
十
條
、「
徳
川
禁
令

考

」
後
聚
第
四
峡

一
二

一
頁

、「
徳
川
禁
令
考
」
後
.

、聚
第

四
秩
四
九
頁

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

一
五



法

曲以

研
…

究

第
川十

一
ぬ曾

第

一
號

一
山ハ

第
二
十
五
判
決
例

(「罰
帳
」五
所
牧
)

小
城
下
町
×
右
衛
門
」
右
之
者
去
巳
三
月
十
九
日
夜
兄
儀
兵
衛
女
房
を
致
殺
害
候
繹
以
究
役
を
以
相
糺
候
處
兼
而
病
身
之
末

令
鼠
心
不
斗
右
之
働
後
二
存
當
リ
候
之
由
申
出
候
齪
心
ご
ハ
申
な
か
ら
何
之
意
趣
も
無
之
兄
娠
を
切
殺
候
上
者
任
大
法
死
罪

黛

奮

」
午

)
十
二
月
十
四
日
夜

第

二
十
六
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」
四
所
牧
)

(前略
)
」
梨

」
右
薯

申
原
酒
屋
二
而
酒
給
候
末
本
行
寺
馬
場
之
孫
兵
衛
與
何
角
中
論
小
交

而
憲

縁

謙

糞

幾

い
奮

霧

之
由
候
得
共
そ
忽
千
万
之
致
方
二
候
相
手
相
果
候
上
ハ
如
御
大
墓

暴

隷

倹
(

此
判
決
は
、
少
く
ご
も
、
齪
氣
殺
人
、
酒
狂
殺
人
罪
に
就
い
て
は
、

「
公
事
方
御
定
書
」
の
原
則
と
小
城
藩

の
ぞ
れ
ご
が
、
同

一

で
あ
つ
た
こ
と

を
知
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
即
ち
御
定
書
に
て
も
、
蹴
氣
殺
人
死
罪

(
下
巻
、
第

七
十
八
條
)
(

酒
狂
殺
人
下
手
人

(
死
刑
)
(
下
巻
第

七
十
七
條
)

)
)
で
あ
つ
た

の
で
あ
る
。

第
二
十
七
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

寛
延
三
年
午
九
月
圓
畳
院
様
御
七
回
忌
二
付
蹄
郡
被
仰
付
候
」
右
木
ヶ
リ
×
之
允
」
右
之
者
長
紳
田
ヶ
里
善
之
允
を
及
匁
傷

候

二
付
相
糺
候
處
同
所
太
右
衛
門
娘
と
致
密
通
罷
在
候
處
彼
女
善
之
允
と
叉
≧
致
密
通
候
を
見
屈
候
故
令
双
傷
候
段
申
出
候

其
以
後
表
裏
を
構
水
間
之
上
有
躰
及
自
妖
候
象
而
稠
数
御
法
度
相
背
不
届
至
極
之
族
依
之
小
城
郡
佐
嘉
郡
杵
嶋
郡
棘
崎
郡
松

瀞
幕

雲

幕

瀧

養

)七
昇

七
旦

(下略
)

、寳

暦

十

'二
年

延
享

三
年

、「徳
川
禁
令
考
」
後
聚

'第
四
鉄
六
九
頁

寳

暦
七
年

な
る
べ
し
駈【徳

川
禁
令
考
」後
聚
、

第
四
朕
八
七
頁

`



「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
七
十

一
條

『
人
殺
井
疵
付
等
御
仕
置
之
事
』
(

)
の
條
の
第
四
十
項

に

『
口
論
之
ら

へ
人
に
疵
付
片
輪

に
い
た
し
候
も
の
中
追
放
』
は
、
此
判
例
と
対
比
す
べ
き
條
項
で
あ
る
が
、「
両
者
相
似
た
り
ご
伝
ふ
程
度
で
あ
る
。

絢
ほ
右
判
決
に
依
つ
て
、
小
城
藩
で
は
此
時
代

『
水
間
』
を
行

へ
る
こ
と

を
知
る
の
で
あ
る
。

偽
造

の

罪

第

二
十
八
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)

散
分
村
×
右
衛
門
子
伊
平
次
」
右
之
者
先
年
唐
津
領
園
右
衛
門
相
頼
天
領
銀
数
年
借
請
右
返
濟
不
相
調
所
汐
濱
崎
藏
納
米
引

當
之
證
文

差
出
候
末

・一
而
今
度
銀
主
汐
訴
出
候
依
之
相
調
候
虚
其
通
無
相
違
共
上
庄
屋
村
役
ぬ
隠

シ
謀
判
を
以
證
文

相
調
候

段
申
出
候
大
切
成
藏
納
米
を
自
分
用
狸

二
引
當
殊

二
庄
屋
村
役
共
印
形
と
似
せ
肇
之
謀
計
言
語
道
断
之
族

二
候
詑
度
中
付
様

有
之
候
得
共
宥
冤
を
以
小
城
佐
嘉
拭
郡
井
御
私
領
被
相
佛
候
也

鷺
原
村
×
右
衛
門
」
右
之
者
子
伊
平
次
…
…
謀
判
等
相
用
候
儀
調
之
上
申
出
候
惣
而
親
ざ
し
て
ハ
兼
而
之
行
跡
氣
を
付
異
見

を
も
可
相
加
處
右
躰
之
謀
計
相
企
候
を
不
存
段
無
調
法
至
極
候
依
之
居
郷
被
相
梯
候
也

簾

村
×
右
衛
門

薮

江
里
村
戸
左
衛
門

)
」
右
之
者
蕎

原
村
×
右
衛
門
子
伊
羨

唐
津
天
領
銀
数
年
借
請
返
霜

滞
候
末
濱
崎
藏
納
米
引
當
之
證
文
差
出
候
節
右
手
形
二
致
印
形
候
段
調
之
上
申
出
候
大
切
成
藏
米
を
借
證
文
二
書
入
殊
二
庄

屋
村
役
共
ぬ
も
不
申
談
無
調
法
至
極
二
候
依
之
閉
戸
被
仰
付
候
也

他
三

名

「
徳
川
禁
令
考
」後
聚

第
二
帳
六
五
五
頁

小
城
藩

刑
事
判
決
例
六
十
二
題

一
七



一
八

散
分
村
太
兵
衛
」
村
役
休
右
衛
門
」
右
之
者
共
居
村
×
右
衛
門
子
伊
平
次
唐
津
天
領
銀
借
請
返
濟
相
滞
候
付
濱
崎
藏
納
米
引

當
證
文
二
書
入
其
方
共
印
形
を
似
せ
候
始
経
不
相
心
得
之
旨
申
候
右
躰
之
悪
事
を
巧
出
候
儀
其
役
と
し
て
氣
付
無
之
大
形
千

万
無
調
法
之
至
二
候
依
之
被
相
叱
候
也

只
右
衛
門
紬
宴

左
衛
門

)
L
右
之
者
共
居
村
×
右
衛
門
子
伊
羨

…

謀
判
い
砦

候
段
調
之
上
申
出
候
共
方
共
組

倉

し
て
漿

而
令
心
遣
返
濟
方
を
も
可
申
談
處
し
か
と
罷
在
大
形
千
万
無
調
法
者
共
二
候
依
之
幕

融

婁

)
三

月
」
右
之
通
可
被
申
渡
候
已
上

「
公
事
方
禦

書
」
に
て
は
謀
判
者
引
廻
之
上
獄
門
(

(

)
で
、
嚴
罰
に
庭
し
九
"。
に

対
し

、
小
城
藩
に
て
は
、
梢

よ
輕
き
罰
を
以
て
處
断
す
る
原
則
で
あ
つ
た

こ
と
、
右
判
決
に
就
い
て
知
る
ご
ざ
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

尚
ほ

右
判
決
例
に
依

つ
て
、
謀
判
犯
に
於
け
る
連
座
制
を
窺
ひ
知
る
こ
ご
が
出
來
る
で
あ
ら
う
。

横

領

の

罪

第
二
十
九
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

芦
ケ
里
下
古
賀
村

×
右
衛
門
」
右
之
者
於
江
戸
杉
町
杢
右
衛
門
薩
奉
公
い
た
し
罷
在
候
處
主
人
汐
物
屋
詮
相
渡
候
金
子
等
令

樹
恥
致
如
瀞

候
背
御
國
法
右
之
次
第

不
届
至
極
之
者
候
依
之
一生
一蜜
颪
砿
低
候
」

右
之
通

一
類
等
陀
可
被
申
渡
候
巳
上
」
丑

(

)八
月
十
三
日

法

政

研

究

第
十
一
巻

第
一
號

寳
暦

七
年

、外

二

'名

下
巻
第
六
十
二
條
『
謀
書
謀
剣
、

い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事
』、

「
徳
川
禁
令
考
」後
聚

第

三
秩
四
八
五
頁

安
永

毛
年



第
二
十
七
判
決
例
も
横
領
罪
に
關
す
る

一
例
で
あ
る
が
、
此
判
決
は
、
主
人
の
金
子
を
横
領
出
奔
せ
る
奉
公
人
虚
噺
例
で
あ
る
。

而
し
て
そ
れ
は
、
主
人
の
使
と
し
て
代
金
持
参
の
途
中
横
領
せ
る
も
の
で
あ
ら
う
か
ε
思

は
れ
る
。
果
し
て
然

り
と
せ
ば
、
此
判
例

を
通
し
て
窺

へ
る
小
城
藩
の
原
則
は
、

「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
四
十
三
條

『
欠
落
奉
公
人
御
仕
置
之
事
』
(

)

の
第
二
項

『
一
使

二
爲
持
遣
候
品
取
逃
い
た
し
候
も
の
金
子
ハ
萱
雨
よ
リ
以
上
雑
物
ハ
代
金
二
積
リ
萱
雨
位
よ
り
以
上
ハ
死
罪
金
子
ハ
萱
雨
よ

り
以
下
雑
物
ハ
代
金
二
積
リ
壼
雨
位
よ
り
以
下
ハ
入
墨
敲
』
と
対
比

す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
扱
て
少
く
こ
も
、
両
者

相
似
た
り
と
云
ふ
こ

と
は
出
來
る
で
あ
ら
う
。

第
三
十
判
決
例

〔「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

寛
延
三
年
午
九
月
圓
畳
院
様
御
七
回
忌

二
付
居
郷
佛
御
冤
」
立
岩
村
×
之
允
」
右
之
者
浦
崎
深
町
平
五
左

衛
門
雇
候
而
久
原

村
九
左
衛
門
所

へ
糀
を
持
せ
遣
候
館

リ
ニ
糀
代
米
差
遣
候
を
途
中

二
而
費
梯
候
由
中
出
候
兼
而
不
行
跡
者
と
相
聞
労
以
不
届

之
族
依
之
慰

響

露

答

」
卯

)八
月
四
日

此
判
決
は
、
奉
公
人
の
横
領
に
關
す
る
原
則
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

詐
偽

の

罪

第
三
十

關
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

裏
町
×
助
×
左
衛
門
」
(中略
)
若

之
者
共
去
師
走
半
津
本
町
虐

候
助
之
允
興
申
蓼

筈
代
と
し
て
鏡
七
百
三
拾
五
匁
請
取

舞

「
徳

川
禁
令
考
」後
聚

第
二
帳

七

一
一
頁

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

一
九



法

政

研

究

第
十
一
巻

第
一
號

二
〇

候
處
右
筈
不
相
渡
二
付
助
之
允
汐
筋
≧
訴
二
お
よ
ひ
候
故
役
よ
を
以
相
糺
候
得
ハ
何
角
不
増
之
申
分
等
致
候
畢
寛
爾
人
申
組

禽

叢

歌

愈

籍

聞
葉

届
之
族
候
依
臨

斥
糠

監

」
子

)七
月
廿
吾

右
之
段
可
被
申
渡
候
以
上

此
判
決
に
依

つ
て
、
詐
備
取
財
閉
戸
が
、
小
城
藩

の
原
則
で
あ
つ
た
ご
解
せ
ら
れ
る
が
、
然
り
と
せ
ば
、
御
定
書

に
て
は
詐
偽
取

財
犯
を
ば
死
罪

入
墨
敲
の
如
巖

罰
を
以
て
露

す
る
定
め
で
あ
る

(

)

)

が
故
に
、
此
方
面
に
就
い
て
の
御
定
書

の
原
則
と
小
城
藩

の
制
規
ご
は
、
全
く
相
異
る
も
の
で
あ

つ
た
の
で
あ

る
。

窃

盗

の

罪

第
三
十
二
判
決
例

(「
郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

上
村
永
與
左
衛
門
下
人
八
右
衛
門
」
右
之
者
去
秋
牛
津
御
藏
納
米
爾
度
致
紛
失
候
付
て
相
糺
候
處
御
園

二
階
子
ヲ
掛
御
米
盗

取
候
始
絡
令
白
歌
候
重
科
之
族
死
罪

二
相
極
候
錐
然
今
度
御
所
濤
内

一
命
を
相
助
ら
れ
小
城
佐
嘉
二
郡
井
御
私
領
被
相
佛
候

已
上
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
己
上
」
子

)
九
月
七
日
」
右
之
通
於
郡
方
申
渡
し
候

第
三
十
三
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

寳
暦
二
年
申
六
月
御
婚
禮
御
祀

二
付
御
冤
」
平
野
村

×
右
衛
門
」
右
之
者
去
卯
十
二
月
同
所
村
藏
を
破

リ
米
盗
取
候
由
聞
有

之
相
糺
候
虚
無
其
紛
米
三
俵
盗
取
蠣
久
之
宿
持
越
萱
渡
候
段
令
白
歌
候
不
届
至
極
之
族
其
科
不
輕
こ
い

へ
共

一
等
を
免
小
城

稻

露

諏

称
簿

総

轡

右
之
段
可
幣

渡
候
以
占

丑
(

四
月
十
百

、延
享

元
年

、寳

暦

'六
年

下
巻
第
六
十
四
條
『
巧
事
か
た
り
事
重
キ

ね
た
り
事

い
た
し
候
も
の
御
仕
置
之
事
』

延
享

二
年

、「
徳
川
禁
令
考

」後
聚

「第

三
峡
五
〇

占ハ
頁



「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
五
十
六
條

『
盗
人
御
仕
置
之
事
』

の
條
第
六
項

『
一
家
内
ね
忍
入
或
土
藏
杯
破

候
類

金
高
雑
物
之
不
依
多
少
死
罪
』
と
同

一
原
則
が
小
城
に
も
行
は
れ
た
こ
と

、
右
掲
示
の
二
判
決
に
依

つ
て
、
知
る
こ
ご
が
出
來
る

で
あ
ら
う
。
し
か
し
小
城
藩

に
て
は
、
時
に
次
の
如
き
虚
遇
例
も
あ
つ
た
。

第
三
十
四
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

寳
暦
二
年
申
六
月
御
婚
禮
御
祀

二
付
御
冤
」
長
神
田
ヶ
里
久
右
衛
門
下
人
権
八
」
(中略
)
」
右
之
者
先
月
廿

七
日
小
隈

村
壽
幅

寺

へ
盗
入
候
段
聞
有
之
相
糺
候
處
住
持
留
守
を
見
立
銀
銭
盗
取
候
段
令
白
歌
候
不
届
之
族
依
之
小
城
佐
嘉

二
郡
井
御
私
領
相

穂

L
右
之
段
可
被
申
渡
候
已
占

子
(

)
十
月
八
日

第
三
十
五
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」
二
所
牧
)

舎
人
村
×
助
」
右
之
者
生
立
ケ
里
友
右
衛
門
所

へ
盗

二
入
候
由
聞

へ
有
之
於
郡
方
相
糺
候
處
於
所

よ
盗

い
た
し
候
段
令
白
歌

候
不
届
之
族
依
之
小
蜘
侮
籍
栴
晩
∋
融
炉
御
釈
領
桿
搬
僻

」
右
郡
方

二
お
ゐ
て
下
目
付
立
令
例
之
通
被
申
渡
候

」
亥

)

三
月
廿
四
日
晩

尚
ほ

小
城
藩
に
て
は
、
同
様
の
場
合
の
未
途
を
左

り
如
く
罰
し
た
。

第
三
十
六
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)
、

大
手
町
×
右
衛
門
伜
利
右
衛
門
」
右
之
者
令
盗
候
聞

へ
有
之
候

二
付
相
調

へ
候
盧
去
ル
十
五
日
群
光
山
役
信
汐
木
綿

一
反
西

岡
治
丘
衛
宅

へ
遣
候
を
持
届
置
其
末
同
十
七
日
治
兵
衛
宅
ぬ
参
候
而
右
木
綿
を
語
取
大
門
源
右
衛
門
宅

二
而
江
里
山
村
源
之

延
享

元
年

↓
徳
川
禁
令
考

」後
聚
.

第

三
秩
三
〇

一
頁

竃

、寛

保

日三
年

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

二

一



法

政
研
究

第
十
扁
巻

第
一
號

二
二

允
へ
費
梯
代
鈍
受
取
直
二
岡
町
酒
屋
二
て
暮
時
頃
ま
て
酒
給
居
齢
懸
ヶ
朝
旧
町
久
之
允
後
家
宅
俊
立
寄
候
盧
令
他
出
候
付
幸

二
存
何
ぞ
盗
取
候
心
得
二
而
家
内
詮
入
込
二
階
筆
見
廻
り
候
半
近
邊
之
者
騒
キ
立
候
付
盗
取
候
品
無
之
由
申
出
候
縦
盗
取
候

品
錐
無
之
入
込
候
上
は
盗
取
同
前
之
儀
右
之
始
末
髪
以
言
語
道
断
不
屈
者
二
候
惣
而
申
付
様
も
錐
有
之
寛
宥
之
沙
汰
を
以
小

娩
瀞
矩
御
和
働
柑
搬
便
世
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
已
上
」
辰

四
月
廿
五
日

第
三
十
七
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

寛
延
三
年
午
九
月
圓
畳
院
様
御
七
回
忌
二
付
居
村
梯
御
冤
」
戸
田
村
×
十
郎
」
右
之
者
盗
致
候
段
聞
在
之
於
郡
方
相
糺
候
處

同
村
作
右
衛
門
鎌
を
盗
取
同
所
伊
右
衛
門
強
責
梯
候
由
申
出
候
不
届
之
族
依
之
居
村
相
彿
候
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
已
上
」

(

)
六
月
二
日
於
郡
方
申
渡
候

第
三
十
八
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

裏
町
×
次
郎
し
右
之
者
同
町
嘉
右
衛
門
下
人
之
衣
類
致
盗
候
段
顯
然
付
而
於
郡
方
相
糺
候
虚
羽
織
袷
盗
取
徳
万
町
弛
質
二
差

置
候
串

出
候
不
届
之
族
依
之
霧

翼

磐

鮮

謬

L
右
之
段
可
被
申
渡
候
已
上
」
寅

)九
月
吉

以
上
二
判
例

の
犯
罪
は
御
定
書

に
所
謂
輕
き
盗
或
は
小
盗
ざ
す
れ
ば
、

御
定
書

の
同
上
條
第
十
六
項

(輕
き
盗
ー
敲
)、

第
十
八

項

(小
盗
ー
敲
)
と
は
相
異
る
原
則
が
小
城
に
行
は
れ
た
こ
と
に
な
る
。
叉
御
定
書

に
て
は
次
項

に
累
犯
加
重

の
原
則

(敲
が
入
墨

ご
な
る
)
見
え
る
が
、
小
城
に
て
も
勿
論
累
犯
加
重
制
で
あ
つ
た
こ
と
、
下
揚
の
判
例
に
就
い
て
知
る
こ
と
が
出
來
る
。
只
そ
の
刑

罰
は
里
ハる
ε
こ
ろ
が
あ
る
。

延
享

四
年

安

永

'三
年

延
享

三
年



次
に
稻
、
立
木
盗
取
犯
裁
薗
例
を
出
す
べ
し
。

第
三
十
九
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」
三
所
牧
)

大
地
町

×
之
允
」
右
之
者
赤
司
ヶ
里
五
郎
左
衛
門
稻
を
失
候
付
下
織
嶋
宿
中
家

さ
か
し
い
た
し
候
處
同
所
善
五
兵
衛
稻
を
隠

置
候
由
筋

よ
汐
申
出
候
付
於
郡
方
相
糺
候
處
爾
所
共

二
盗
取
候
段
令
白
歌
其
科
不
輕
と
い
へ
共

一
等
を
冤

シ
小
城
佐
嘉
二
郡

茜

私
領
被
相
彿
候
L
亥
(

十
月
朔
旦

(断
)

第
四
十
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

長
左
衛
門
」
右
之
者
去
よ
年
稻
を
盗
候
付
小
城
佐
嘉
杵
嶋
三
郡
被
相
佛
置
候
虚
亦
よ
盗
い
た
し
候
庭
有
之
相
糺
候
虜
所
よ
二

而
盗
取
候
段
及
白
状
重
罪
之
至
不
届
之
族
其
科
不
輕
こ
い

へ
と
も
御
法
事

二
付
冤
許

せ
ら
れ
右
三
郡
之
上
松
浦
郡
加
相
佛
候

也
若

之
段
可
被
中
渡
候
以
上
L
丑

)
九
月
十
.百

第
四
十

凹
判
決
例

(
「郡
方
罰
帳
」
三
所
牧
)

寛
延
三
年
午
九
月
圓
畳
院
様
御
七
回
忌

二
付
麟
郡
被
仰
付
候
」
杉
山
村
×
藏
」
右
同
断
」
裏
町
×
右
衛
門
」
へ麟
)
」
右

之
者

共
去
ル
三
日
夜
藤
嶋
善
之
允
屋
数
内

二
有
之
候
杉
盗

候
聞
有
之
相
糺
候
虚
爾
人
申
談
盗
取
裏
町
三
郎
左
衛
門
弛
費
渡
候
段

中
出
候
不
塁

極
之
族
依
之
小
城
佐
嘉
二
饗

御
私
領
被
相
佛
候
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
已
上
」
子

)
九
月
十
八
日

出
火
の
場
合

の
窃
盗
に
就
い
て
の
判
例
も
見
ら
れ
る
。

第
四
十
二
判
決
例

(「罰
帳
」四
所
牧
)

寛
保
、

三
年

、延

享

'二
年

莚
享

元
年

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

二
三



法

政

研

究

第

十

叫
巻

第

嚇
號

'

二
四

五年 律
右
衛
門
」
右
之
者
去
年
以
來
所
≧
出
火
之
節
失
物
有
之
右
之
者
宅
相
見
へ
候
聞
有
之
候
付
於
評
定
所
相
糺
候
庭
去
年
岡
町

出
火
之
節
北
村
茂
兵
衙
宅
失
物
扱
又
下
川
次
右
衛
門
宅
出
火
之
節
盗
取
候
品
有
之
申
出
候
末
伜
畳
右
衛
門
相
改
候
虜
外
二
茂

衣
類
等
品
ζ
盗
取
た
る
趣
畳
右
衛
門
申
出
候
依
之
猫
叉
稠
敷
及
糺
明
候
上
令
白
歌
候
数
度
表
裏
を
構

へ
申
掠
候
心
底
言
語
道

噺
不
届
之
族
共
科
桀

肇
、歎

篭

敵

無

蜂
蕪
栴
暴

踪

懲

瀞
郡
都
而
爺

榊
鷺

癖

鷺

轡

亥
(

)
十
二
月
廿
三
旦

(
中略
)

件
九
衛
門
女
房
」
右
之
者
去
年
已
來
所
よ
出
火
之
節
失
物
有
之
候
處
番
右
衛
門
家
内
二
相
見

へ
候
聞
有
之
於
評
定
所
相
致
候

虚
去
年
岡
町
禺
火
之
節
北
村
茂
兵
衛
衣
類
品
≧
件
右
衛
門
盗
取
候
儀
存
居
候
段
最
前
申
出
候
其
末
枠
畳
右
衛
門
相
糺
候
處
右

盗
物
之

(
原
分
)
内
三
浦
新
五
左
衛
門
伜
平
左
衛
門
ぬ
呉
候
由
覧
右
衛
門
汐
申
出
候

こ
付
猶
叉
糺
明
之
上
無
其
紛
段
令
白
妖

右
盗
物
と
存
居
候
ハ
・
致
様
も
可
有
之
處
三
浦
平
左
衛
門
へ
呉
爲
致
着
用
剰
盗
物
之
内
紋
所
を
隠
し
染
か
へ
し
等
致
シ
候
儀

盗
人
同
類
難
遁
其
上
評
定
之
場

二
而
数
度
表
裏
を
構
へ
申
掠
候
心
底
言
語
道
断
不
層
之
族

二
候
依
之
小
城
郡
佐
嘉
郡
杵
嶋
郡

都
璽

難

馨

露

欝

欝

答

」
亥
(

)十
二
月
廿
三
日
」
(晰
)

臓

物

に

關

す

る

罪

第
四
十
三
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

未
五
月
晦
日
見
性
院
様
御
法
事

二
付
御
冤
」
梯
樋
瀬
村
×
郎
兵
衛
」
右
之
者
牛
津
本
町
清
八
汐
稻
相
預
候
處
盗
物
ε
乍
存
其

寳
暦

五
年

寳暦



儘
差
置
庄
屋
村
役
ね
茂
不
申
達
数
日
園
置
候
得
は
同
類
之
手
爾
葉
難
遁
近
來
不
届
千
萬
之
族
候
依
之
御
私
領
相
佛
丼
佐
嘉
御

蜘
箪
憂
蜘
榊
樽
倹
世
」
寅

十
月
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
已
上

之
は
盗
物
受
託

(悪
意
)
犯
の
裁
断
例
で
あ
る
が
、
上
掲

「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
第
五
十
六
條

『
盗
人
御
仕

置
之
事
』
の
第
二

十
三
項

『
盗
物
と
存
預
り
候
も
の
敲
』
な
る
原
則
に
対
し

て
、
は
る
か
に
嚴
罰
で
あ
つ
た
課
で
あ
る
,

之
に
反
し
て
、
盗
物
買
得
犯
に
就
い
て
は
、
「
公
事
方
御
定
書
」
同
上
條
第
二
十
四
項

『
陰
物
買
入
墨
之
上
敲
』

な
る
に
対
し
、
小

城
藩

の
刑
罰
は
、
そ
の
種
類
を
異

に
し
、
且
つ
輕
か
つ
た
の
で
あ
る
。
次
掲
の
判
決
例
が
之
を
詮
示
す
る
。

第
四
十
四
剰
決
例

(
「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

子
十
二
月
十
日
御
冤
被
成
候
」

蛭
子
町
×
右
衛
門
」

右
之
嗣も

の
請
役
所
使
前
八
右
衛
手
男
傅
藏
反
故
を

盗
出
其
方

へ
費
候

段
申
出

二
付
相
糺
候
虚
其
紛
無
之
段
令
白
歌
候
盗
物
ε
氣
付
可
有
候
虜
役
所
筋
之
帳
反
故
狸
買
取
不
届
之
族
依
之
閉
戸
申
付

蜘
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
已
上
」
子

十

一
月
廿
五
日
於
郡
方
申
渡
候

次
な
る
判
決
も
臓
物
買
得
例
で
あ
ら
う
。

第
四
十
五
判
決
例

(「
郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)

村
岡
彌
平
次
下
人
利
平
次
」
右
之
者
當
六
月
廿
日
夜
北
浦
村
之
者
共
杉
持
來
候
を
買
取
候
付
相
調

へ
候
虚
無
其
儀
段
申
出
候

一
躰
夜
分

二
持
來
候

ハ
・
盗
物

二
而
は
無
之
哉
念
を
入
相
調

へ
候
上

二
而
可
買
取
之
虚
無
其
儀
近
來
不
氣
付
之
至
候
依
之
呵

稔

堂

寅

)
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
呈

、明

和

「七
年

寳
暦

λ
年

舞

、

享

元

.

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

二
五



法

政

・

研

究

第
十

=
壱

第

一
號

二
六

叉
御
定
書
同
上
條
第
二
十
二
項

に

『
盗
物
ご
乍
存
世
話
い
た
し
配
分

ハ
不
取
も
の
敲
』
と
見
え
る
が
、
次
な
る
制
例
は
、
同
種
犯

に
対
す

る
裁
噺
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
刑
罰
に
至
つ
て
は
叉
相
異
る
も
の
で
あ
つ
忙
の
で
あ
る
、

第
四
十
六
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

寳
暦
十
四
申
六
月
十
八
日
本
良
院
様
御
法
事
付
御
冤
」
岡
町
×
左
衛
門
」
右
之
者
儀
弟

×
左
衛
門
勘
定
所
使
前
申
付
置
候
處

同
所

二
納
リ
居
候
諸
帳
×
右
衛
門
盗
取
候
内
を
横
町
源
之
允
と
申
者

へ
令
持
参
費
梯
候
趣
相
聞
候
故
相
改
候
得

ハ
全
不
存
旨

申
出
候
依
之
再
往
相
糺
候
處
無
其
紛
費
渡
候
段
令
自
歌
候

×
右
衛
門
盗
取
た

る
儀
を
乍
存
其
儘

二
而
指
置
加
之
脇
方

へ
費
佛

候
義
同
類
之
手
爾
葉
難
遁
剰
糺
明
之
節
何
角
表
裏
を
構
不
届
至
極
之
族
候
依
之
小
城
佐
嘉
戴
郡
井
御
私
領
相
梯
長
崎
相
構
候

聯

也
」
辰

)
十
月
右
之
段
可
被
中
渡
候
已
上

第
四
十
七
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

友
田
村
×
兵
衛
」
右
之
者
族
人
之
盗
物
を
取
扱
候
段
相
聞
於
郡
方
相
糺
候
處
何
方
之
者
と
不
相
心
得
候
得
共
質
物
を
相
願
候

付
致
取
次
候
段
申
出
候
質
之
取
遣
致
上

ハ
不
存
繹
無
之
族
人
と
乍
存
致
取
次
候
手
爾
葉
相
聞
不
届
之
至
候
依
之
閉
戸
中
付
候
」

右
之
段
可
被
中
渡
候
已
上
」
卯

)
十
二
力
五
日
夜

之
は
盗
物
を
質
入
せ
し
者
の
虚
噺
で
あ
る
が
、
「
公
事
方
御
定
書

」

に
て
は
同
上
條
第
二
十
六
項

『
盗
物
と

ハ
不
存
候
得
共
出
所

不
相
糺
質

二
置
遣
候
も
い
過
料
』
が
類
似

の
條
項
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
盗
品
質
入
の
原
則
叉
、
御
定
書
と
小
城
藩
法

ご
同

一
で
は

な
か
つ
た
で
あ
ら
う
ご
推
測
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

、寳

暦

ダ九

年

、延
享

'四
年



賭

博

の

罪

第
四
十
八
判
決
例

(
「郡
方
罰
帳
」二
所
牧
)

午
九
月
十
二
日
御
冤
」
岡
町
×
右
衛
門
(

)
」
(

)
」
平
井
村
×
兵
衛
」
右
之
者
共
戸
田
藏
人
井
盗
人
八
右
衛
門
と
陣
癸

い
た
し
候
末
於
佐
嘉
糺
明
有
之
依
之
相
糺
候
虚
無
其
紛
段
申
出
候
象
而
御
法
度
被
仰
付
置
候
處
相
背
不
届
至
候
依
之
居
町
居

村
被
相
佛
候
L
右
之
段
可
被
申
渡
候
」
亥

)
閏
四
月
廿
七
日

第
四
十
九
判
決
例

(
「郡
方
罰
帳
」
三
所
牧
)

朝
日
町
新
内
×
右
衛
門
」
摩
那
古
町
×
左
衛
門
」
右
之
者
共
致
博
奕
候
聞
有
之
候
付
相
糺
候
處
無
其
紛
段
申
出
候
象
而
御
法

度
稠
敷
被
仰
甚

候
霜

背
不
届
震

依
審

籔

塁

も
称
繰

徳

」
50

)
七
月
茜

日

第
五
十
判
決
例

(
{郡
方
罰
帳
」
三
所
牧
)

寳
暦
二
年
申
六
月
御
婚
禮
御
祝
二
付
御
冤
」
熊
野
川
村
×
右
衛
門
」
右
之
者
當
春
令
博
奕
候
聞

へ
有
之
於
郡
方
相
糺
候
處
同

村
善
七
所
二
て
致
博
奕
候
段
令
白
歌
象
而
稠
敷
御
法
度
を
相
背
不
届
之
族
依
之
小
城
郡
井
御
私
領
相
佛
候
也
」
右
之
段
可
被

申
渡
候
以
上
L
丑
(

)
六
月
音

有

如
き
饗

者
露

は
、
御
垂

.が
塁

嘉

料
の
原
則
(

)
(

)
に
対
し
、

相
異
る
原
則

ω
小
城
に
行
は
れ
し
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
尤
も
小
城
に
て
も
族
非
人
ご
博
奕

せ
し
者
に
は
、

過
代
銀
を
科
す
る

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

、

二
七

延
享

二
年

外
三

名
寛

保

7三
年

外
三

名

、延
享

西

年

そ
の
下
巻
第
五
十
五
條

『
三
笠
附
博
奕

打
取
退
無
審
御
仕
置
之
事
』
第
八
項

「徳

川
禁
令
考
」
後
聚

第
二
峡

一
=

九
頁



法

政

硯

,
究

第
十

一
巻

第

一
號

二
八

定
め
で
は
あ

つ
た

)。

次
な
る
判
決
は
、
博
奕

累
犯
處
断
例
で
あ
る
。

第
五
十

一
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

中
國
町
×
市
」
右
之
者
此
跡
令
博
奕

佐
嘉
∂
其
科
被
仰
付
候
然
處
博
奕

宿
屋
い
た
し
共
上
勝
負

二
も
相
加
り
候
付
叉
よ
佐
嘉

汐
過
料
被
相
懸
候
惣
躰
博
奕

い
た
し
候
儀
稠
敷
御
法
度
被
仰
付
置
殊

二

一
往
碁
科
被
仰
付
候

へ
は
可
相
守
之
虚
左
も
な
く

慶
瀞
か
拠
簸
不
届
之
族
候
依
之
小
城
佐
嘉
二
郡
御
私
領
被
相
梯
井
長
崎
被
相
梯
ー
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
E
上
」
亥

十
二
月
廿

一
日

第
五
十
二
判
決
例

(
「郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)

岡
町

×
右
衛
門
」
右
之
者
當
七
月
平
井
村
泰
手
寺

二
而
幸
右
衛
門
権
八
善
右
衛
門
吉
左
衛
門
令
博
奕

候
節
致
見
物
候
段
改
之

上
申
出
候
惣
躰
先
年
汐
折
≧
令
博
奕

候
付
毎
度
其
科
申
付

一
爾
年
差
冤
置
候
得
者
相
愼
脇

二
之
者
を
も
可
差
留
之
處
無
其
儀

叉
≧
博
奕

之
座
二
参
見
物
致
候
趣

二
必
申
候
得
共

一
躰

同

同
類
之
手
爾
葉
難
遁
重
聾
不
届
者

二
候
依
之
小
城
郡
相

、

瀧

世

寅
(

)十
月
」
右
之
段
可
幣

渡
候
呈

右
叉
こ
製
に
参
看
す
べ
き
も
ω
で
あ
ら
う
。

「
公
事
方
御
定
書
」
下
巻
同
上
條
第
十
八
項

に

『
博
奕
打
宿
爾
隣
井
五
人
組
身
上
二
慮
し
過
料
』
と
あ
る
が
、
小
城
藩
に
て
も
、

博
奕

宿
及
び
そ
の
者

の
町
村
役
人
組
合
等
叉

一
定

ω
刑
事
責
任
を
問
は
れ
た
。

.第

五
十
五
判

決

例
参
照

明
和

七
年

、寳
暦

孟

年



第
五
十
三
判
決
例

(
「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

寳
暦
二
年
申
六
月
御
婚
禮
御
祝
二
付
御
冤
」
熊
野
川
村
善
七
」
右
之
も
の
當
春
致
博
奕
候
聞

へ
有
之
於
郡
方
相
糺
候
處
於
自

宅
致
博
奕
候
段
致
白
歌
兼
而
稠
数
御
法
度
を
相
背
加
之
座
親
致
シ
労
以
不
届
之
族
有
之
小
城
郡
佐
嘉
郡
井
御
私
領
被
相
佛
候

世
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
以
上
」
丑
(

)
六
月
九
日

第
五
十
四
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」三
所
牧
)

中
町
×
内
」
右
之
者
去
三
日
私
宅
へ
激
人
相
集
博
奕
之
致
座
親
候
由
相
聞
於
郡
方
相
糺
候
處
無
其
紛
候
博
奕
之
儀
簑
而
稠
敷

御
法
度
被
仰
付
摸

嚢

宿
屋
不
層
之
族
依
之
憲

翼

磐

罫

搬
候
」
右
之
段
可
幣

渡
候
以
上
」
巳
(

)
十
万

十
六
日
」
於
郡
方
申
渡
也

第
五
十
五
判
決
例

(「
郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)

牛
津
新
町
×
次
郎
」
右
之
者
宅

二
而
去
六
月
数
人
入
込
致
博
奕

候
段
相
聞
候
其
方
幼
年

二
付
母
親
相
調
候
處
不
快

二
而
寝
入

候
内
数
人
参
候
而
博
奕

致
候
旨
申
候
畢
寛
兼
而
狼

二
人
を
集
不
埼
成
所
汐
右
躰
之
儀
有
之
殊

二
非
人
躰
之
者
迄
入
込
候
段
女

と
ハ
乍
申
寝
入
居
不
存
趣
不
届
千
萬

二
候
共
方
儀
幼
年
た
り
こ
い
へ
と
も
御
法
度
之
博
奕

座
親
之
手
敷
無
遁
候
付
居
町
被
相

鷺

轡

戌
閏

)
七
月

牛
津
薪
町
×
平
次
繰

磐

衛
門

)
」
…

-
女
蕩

少
之
者
共
候
得
は
其
方
共
組
倉

し
て
ハ
獲

儀
無
之
禁

を
付

可
令
心
遣
候
虚
象
而
太
形
成
所
3
右
躰
之
儀
有
之
殊
族
非
人
等
相
加
り
候
儀
も
不
相
心
得
労
以
無
調
法
之
至

二
候
依
之
過
代

、安
永

σ七
年

延
享

二
年

、外

二

'名

寛
延

二
年

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

二
九



法

政

研

究

第
十
一
巻

第
一
號

三
〇

鐘
壷
貫
文
被
相
懸
候
也
」
戌
閏
七
月

半
津
薪
町
×
太
郎
」
江
津
村
×
右
衛
門
」
右
之
者
共
去
六
月
薪
町
×
次
郎
宅

二
而
族
御
人
を
相
手
博
奕
致
候
段
相
聞
候
付
被

相
糺
候
腱
無
相
違
旨
申
出
候
象
而
稠
敷
御
法
度
を
不
相
用
殊

二
他
國
之
非
人
ざ
も
こ
令
出
會
薯
以
不
屈
者
共

二
候
依
過
代
銀

武
拾
匁
充
相
懸
候
也
」
戌
閏
七
月

牛
津
新
町
器

砦

衛
門
L
㎏

千
兵
衛

)
」
…

・女
蕩

少
之
者
共
二
簿

箕

方
共
役
柄
と
し
て
は
萬
端
氣
を
付

可
令
心
遣
庭
蓑
而
大
形
所
よ
り
右
躰
之
儀
有
之
殊
二
族
非
人
等
相
加
リ
居
候
儀
も
不
心
得
労
以
無
調
法
之
至
候
依
之
被
相
呵

候
也
」
戌
閏
七
月

第
五
十
六
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

御
免
」
上
戸
田
宿
別
當
庄
左
衛
門
」
右
之
者
同
宿
罷
在
候
彌
市
博
奕
之
座
親
い
た
し
毎
度
数
人
相
集
致
博
奕
候
段
相
聞

へ
候

右
は
簑
而
稠
敷
御
法
度
被
仰
付
置
候
得
は
其
旨
を
相
守
リ
町
中
堅
固

二
可
申
付
處
町
役
ご
し
て
無
其
儀
太
形
之
至
依
之
呵
置

憐
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
L
亥
(

)
十
二
月
廿

百

第
五
十
七
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

御
冤
」
上
戸
田
村
金
右
衛
門
」
右
之
者
上
戸
田
村
横
日
役
申
付
置
候
庭
同
宿
罷
在
候
×
市
儀
兼
而
令
博
奕
其
上
致
座
親
候
段

相
聞
不
宜
候
惣
匿
村
役
と
し
て
ハ
右
躰
之
儀
無
之
様
可
令
心
遣
之
處
畢
寛
其
メ
緩
二
有
之
右
之
次
第
太
形
之
至
二
候
依
之
呵

総

」
右
之
段
可
被
申
渡
候
已
上
L
亥

)
十
二
月
廿

百

寳
暦

五
年

外
四

名

、寳

暦

'五
年



第
五
十
八
判
決
例

(
「郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)

道
冤
村
×
内
組
合
」
同
村
×
右
衛
門
組
合
」
薪
村
×
右
衛
門
組
合
」
川
越
村
×
右
衛
門
組
合
」
下
古
賀
村
×
平
次
組
合
」
右

之
者
共
組
合
×
内
×
右
衛
門
×
右
衛
門
×
右
衛
門
×
平
次
象
而
御
法
度
之
博
奕
致
宿
屋
候
ゆ
へ,佐
嘉
汐
手
當
有
之
候
組
合
ε

し
て
ハ
右
躰
之
儀
無
之
通
可
相
氣
遣
之
處
無
其
儀
近
來
不
届
之
者
共
候
依
之
過
料
銀
拾
匁
ツ
・
申
付
候
也

下
古
賀
新
村
×
右
衛
門
組
合
」
(

)
」
右
薯

共
組
合
×
右
衛
豊

下
七
名
嚢

而
御
法
度
之
令
箋

風
接

嘉
吉

手
常
有
之
候
組
合

こ
し
て

ハ
右
躰
之
義
無
之
通
相
氣
邉

へ
き
之
虚
無
其
儀
近
來
不
屈
者

二
候
依
之
何
も
過
料
四
百
文
ツ

・
申

篠

轡

寅
(

十
百

」
右
之
段
可
被
畏

候
已
上

以
上
掲
出
判
決
に
就
い
て
見
る
に
、
此
方
面
の
小
城
藩
の
原
則
は
、
御
定
書

の
そ
れ
ε
同

一
で
な
か
つ
た
と
云
ふ
こ
と
に
な
る
。

扱
て
、
右

ω
判
例
に
博
奕
者
の
組
合
叉

一
定

の
責
任
を
負
ふ
の
で
あ
る
が
、
更
に

第
五
十
九
判
決
例

(
「都
方
罰
帳
」六
所
牧
)

東
道
冤
村

×
四
右
衛
門
」
右
之
者
家
内
二
入
込
置
候
伊
右
衛
門
義
御
法
度
之
令
博
奕
候
故
佐
嘉
汐
手
當
有
之
候
惣
躰
家
内
入

・
込
置
候
も
の
二候
ヘ
ハ
蘇

之
葉

致
通
可
申
聞
産

其
儀
?

近
來
不
届
之
護

隻

轟

喬
坤
奮

徳

伽
」
寅
(糊

魁
)
十

一
月
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
已
上

叉
積
極
的
に
博
奕

を
差
留
め
ざ
る
者
も
亦
、
責
任
を
問
は
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち

第
六
十
判
決
例

(「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

明
和

.

七
年

以
下

七

人
組
合

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

二
二



法

政
研
究

第
十

一
巻

第

一
號

三
二

牛
津
×
兵
衛
」
右
之
者
今
度
筑
前
守
橡
半
津
御
通
路
二
付
公
役
之
者
共
私
宅
弛
相
集
リ
致
博
奕
候
節

一
往
は
差
留
候
得
共
承

弥
恥
致
傍
仲
応
ハ優
荊
而
差
趾
椀
旨
大
方
之
至
候
依
之
附
戸
劇
仲
倹
」
右
之
通
可
被
申
渡
候
巳
上
」
子

十
月
三
日

更
に
、
次
の
如
き
機
會
を
與
へ
九
者
も
所
罰
せ
ら
れ
た
。

第
六
十

一
判
決
例

(
【郡
方
罰
帳
」六
所
牧
)

平
井
村
×
之
允
」
右
之
者
當
七
月
同
村
泰
平
寺
佐
留
守
番
被
相
頼
罷
在
候
庭
右
所
刈
幸
九
衛
門
朝
日
町
善
右
衛
門
戊
ヶ
里
権

八
岡
町
七
右
衛
門
参
博
奕
相
企
候
共
方
義
者
右
之
者
共
へ
番
相
頼
令
他
出
候
由
申
出
候
得
者
博
奕
を
催
候
儀
は
不
存
由
中
出

候
得
共
畢
寛
舞

不
罷
師
内
禿

自

露

駐
篠
禁

隆

懲

蓼

雰

近
來
無
調
法
墓

嶋二
候
依
之
獣

管

L
寅
(棚

靴
)
十
月
」
右
之
段
可
被
申
渡
候
己
上

運
送

に

關

す

る

罪

第
六
十
二
判
決
例

(
「郡
方
罰
帳
」四
所
牧
)

半
津
×
七
」
右
之
者
阿
蘭
陀
人
牛
津
通
路
之
節
高
柳
ケ
里
忠
右
衛
門
申
談
献
上
荷
物
之
道
夫
を
受
合
賃
銀
を
取
右
荷
物
共
儘

二
捨
置
劉
散
候
由
忠
右
衛
門
申
出
候
付
相
糺
候
處
何
角
與
表
裏
を
構
数
度
糺
明
之
上
無
其
紛
段
令
白
歌
候
大
切
成
献
上
荷
物

を
請
A・右
之
仕
方
近
來
不
袈

候
依
鼠

掻

瓶
無

縁

擁
簿

鰍

盈

熔

鷺

轡

卯
(

)四
月
」
右
之
段
可

被
申
渡
候
已
上

、寳

暦

「六
年

賓
暦

九
年



「
公
事
方
御
定
書
」
に
は
同
様

の
罪
案
に
關
す
る
條
項
見
え
な
い
が
、
そ
の
下
巻
第
九
十

一
條

『
書
歌
切
解
金

子
遣
ひ
捨
候
飛
脚

御
仕
置
之
事
』

の
條
は
類
似
の
條
項
で
あ
る
。
し
か
し
勿
論
謝
比
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
少
く
と
も
、
御
定

書
上
は
、
小
城
藩

の
如
く
に
、
蓮
逡
に
關
す
る
罪
に
対
し
、
追
放
刑
を
科
す
る
條
規
は
存
し
な
か
つ
た
ε
云
ふ
こ
と
丈
は
云
ひ
得
る

の
で
あ
る
。

結

語

以
上
判
例
を
通
し
て
、
小
城
藩
に
於
け
る
近
世
中
葉
時
代
の
刑
事
的
法
則
を
窺
ひ
、
そ
れ
ご

「
公
事
方
御
定
書
」
上
の
刑
事
的
原

則
ご
の
異
同
を
考
察
し
て
來
た
の
で
あ
る
が
、
此
結
果
を
以
て
す
る
限
り
、
小
城
の
そ
れ
に
し
て
、
御
定
書
の
そ
れ
ざ
殆
ん
ざ
同

一

原
則
な
る
も
の
あ
り
、
或
は
叉
相
似
た
る
も
の
も
可
成
り
多
い
の
で
あ
る
が
、

一
般
的
に
見
て
、
當
時
の
小
城
刑
法
ご
御
定
書
刑
法

ε
は
、
相
異

る
も
の
で
あ
っ
た
ざ
論
定
し
て
誤
り
な
い
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。

小
城
藩
地
方
に
も
、
幕
府
法
の
内
容

に
し
て
、
傅

へ
ら
れ
た
る
も
の
勘
く
な
か
っ
た
ら
し
い

(
例

へ
ば

「御
當
家
令
條
」
等
の
幕

府
法
書
が
、
小
城
藩

の
書
庫
に
存
し
た
こ
ご
よ
り
も
推
測
し
得
る
)
の
で
、
間
接
的
に
思
想
的
に
幕
府
法
、
御
定
書
の
原
則
が
、
小

城
藩
法
に
影
響
し
た
こ
ご
は
考

へ
ら
れ
る
が
、
右
結
論

に
從
つ
て
、
少
く
こ
も
御
定
書
制
定
後
数
十
年
聞
は
、

御
定
書
刑
法
は
小
城

藩
刑
法
に
直
接
影
響
す
る
ご
こ
ろ
な
か
つ
だ
と
推
論
し
て
差
支

へ
な
い
ご
思
ふ
。

最
後
に
、
小
城
藩
刑
法
を
概
観
し
て
、
先
づ
第

一
に
氣
附
く
特
徴
は
、
佛
、
構
等
の
適
用
が
甚
だ
廣
汎
に
亙

り
、
之
に
綾
い
て
罰

-「徳

川
禁
令
考
」
後
聚
.

第

四
秩
二
七
三
頁

小
城
藩
刑
事
判
決
例
六
十
二
題

三
三



法

政

研

究

第
十
一
巻

第
一
號

三
四

金
刑
叉
多
く
見
ら
れ
る
ε
云
ふ
こ
ご
で
あ
る
。
此
鮎
の
み
よ
り
し
て
も
、
御
定
書
と
相
異
る
刑
法
が
小
城
藩
に
行
は
れ
た
こ
と
推
察

に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。

(
尚
ほ
、
小
城
藩
法
そ
の
も
の
Σ
こ
と
で
は
な
い
が
、

小
城

の
本
藩
な
る
佐
賀
藩

の
刑
法
が
、
當
時
物
徴

あ
る
も
の
で
あ
つ
た
こ
ご
は
、
既
に
徳
川
時
代
の
著
作
中
に
も
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
ご
を
附
記
す
る
。
即
ち

「
甲
子
夜
話
」

(
日
本

随
筆
大
成
本
)
上
巻
三
〇
八
頁
、
「
東
湖
見
聞
偶
筆
」
(
三
浦
周
行

「法
制
史
の
研
究
」

一
〇

一
七
頁
参
照
)
等
。
)

(
昭
和
十
五
年
六
月
十
同
成
稿
)


